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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２４年８月１１日 ０５時００分ごろ 

発生場所 茨城県高萩市高戸
た か ど

鼻
はな

南東方沖 

高萩市所在の高戸三等三角点から真方位１１１°０.８海里付近 

（概位 北緯３６°４２.９′ 東経１４０°４４.６′） 

事故調査の経過  平成２４年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 忠
ちゅう

栄
えい

丸、０.７トン 

 ＩＧ３－６０８１（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.３０ｍ（Lr）×１.６３ｍ×０.６９ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、６０kＷ（動力漁船登録票による）、平成元年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５１年４月９日 

  免許証交付日 平成２２年８月１１日 

         （平成２８年７月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機等濡損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、高戸鼻南東方沖の大咲浪
おおざくろう

西側の漁

場で船首を北に向けて船外機を中立とし、左舷船首甲板上に設置した

揚網機を使用して前日に敷設した刺し網の揚収作業を開始した。 

船長は、立った姿勢で揚網機のハンドルを握って操作し、約２００

ｍある刺し網の半分ぐらいを揚収した頃、右舷側至近に波高約３ｍの

波を認めた直後、平成２４年８月１１日０５時００分ごろ、同波を受

けて本船の右舷側が持ち上がり、左舷側から転覆した。 

船長は、救命胴衣を着用しておらず、転覆した本船に上がって救助

を待ち、０６時３０分ごろ付近を航行していたプレジャーボートに救

助された。 

本船は、同じ漁業協同組合の所属船にえい
．．

航されて茨城県北茨城市

大津漁港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 
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 海象：うねりの高さ 約１ｍ、方向 南東方 

 その他の事項 

 

本事故発生場所付近は、事故発生当時、台風通過の影響と思われる

うねりがあったが、船長は、揚網を行うのに支障はないと考えてい

た。 

海図Ｗ１０９７（犬吠埼至塩屋埼）によれば、大咲浪は干出高約

０.３ｍの干出岩であり、大咲浪西側の漁場の水深は約８.１ｍであ

る。 

 船長は、本事故時に携帯電話を所持していたが、濡損により使用で

きなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

あり 

 本船は、高戸鼻南東方沖の大咲浪西側の漁場で刺し網を揚収中、右

舷側に波高約３ｍの波を受けたことから、転覆したものと考えられ

る。 

 沖からのうねりは、水深の浅くなった大咲浪に至り、波高が高く

なった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、高戸鼻南東方沖の大咲浪西側の漁場で刺し網を

揚収中、右舷側に波高約３ｍの波を受けたため、転覆したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水深が浅くなっているところでは、打ち寄せたうねりの波高が高

くなることがあるので、うねりの状況に注意して操業すること。

・救命胴衣を着用すること。 

・緊急時の連絡手段を確保するため、防水型の携帯電話又は防水

パックに入れた携帯電話を持参しておくことが望ましい。 

 




